
板橋区で、障がい福祉サービスを利用されている方、
これから利用を考えている方へ

このような内容をお話しします。お気軽にお越しください！

●親の立場からみた『計画相談支援』

●相談支援事業所と繋がることのメリット

●計画相談支援とは など

相談支援事業所

出張説明会
相談支援って

なんだろう？

子どもの将来が

不安になってきた…

相談支援事業所は

どんなところ？

計画相談を利用しているけど、

いまいちわからない…

相談支援事業所 出張説明会とは

障がい福祉サービスを利用している方がいる事業所や、各種団体の活動の場へ、相談支援部会員（主任相談
支援専門員や区の職員）がお伺いし、計画相談支援についてお話をするものです。

※相談支援部会とは、板橋区の相談支援体制の強化を目的に、基幹相談支援センター職員、計画相談支援事
業所職員、障がい者相談員など、区の相談支援機関等で構成されてる会です。

令和７年12月3日（水）10時30分～

※小茂根福祉園 家族会にてお話します。

1２月の家族会で
お話します！

お問合せ先：板橋区 障がい政策課 相談事業推進係 ℡03-3579-2089
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出 張 説 明 会 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ

 

Q 『セルフプラン』を利用している人にも、説明会を案内した方がよいのでしょうか？

A 『セルフプラン』には、障がい当事者の方が“自分に必要な支援を自分で考える”という

観点から、望ましい選択肢という考えがございます。

 一方で『計画相談支援』をご利用いただくことにより、「介助者(かいじょしゃ)が介助

できない際の対応」や「将来を見据えた計画」などを盛り込んだ、計画を作成することが

できます。

また、複数ある障がい福祉サービスから適切なサービスの組み合わせや選択肢の拡大の

提案を受けることができます。

『計画相談支援』の良さを知るきっかけになりますので、ぜひご案内ください。

Q 説明会の当日に『計画相談支援』の利用を申し込むことはできますか？

A 当日は、空き情報等をご案内させていただくまでとなっています。なお、板橋区基幹

相談支援センター（障がい者福祉センター）でも、事業所の情報提供を行っております

ので、ご利用ください。

Q すでに計画相談支援を利用していますが、お話を聞くことはできますか？

A 計画相談の基本的な内容をお話するため、ご存じのことが多いかもしれませんが、すで

に計画相談支援を利用されている方もご参加できます。

板 橋 区 の 『 計 画 相 談 支 援 』 に つ い て

板橋区が目指すべき姿とは…

板橋区は、『計画相談支援』の受け入れ体制を整備したうえで、障がい児（者）又は保護

者に「相談支援専門員等による作成」、または「セルフプラン」を選択してもらうこと目指

しています。

『計画相談支援』を利用するには…

『計画相談支援』は、板橋区の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相

談 支援事業者」が作成します。利用される際は、担当の障がいサービス課 地域支援係 に

ご相談していただく必要がございます。

※板橋区ホームページ「サービス等利用計画の作成について」にて、区内の相談支援事業所一覧を掲載し
ております。（添付ファイル名：02あなたのまちの相談支援事業所）
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